
三河港港湾計画書 （案 ）

－ 軽 易 な 変 更 －

平成２８年５月

三 河 港 港 湾 管 理 者 

愛 知 県



本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・ 平成２３年３月 第３２回愛知県地方港湾審議会 

・ 平成２３年４月 交通政策審議会第４１回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

・ 平成２６年１０月 第３６回愛知県地方港湾審議会 

・ 平成２７年 ２月 第３７回愛知県地方港湾審議会 

の議を経た三河港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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－1－ 

Ⅰ．変更理由

海洋性スポーツ・レクリエーション需要の増大に対応するため、大

塚地区のマリーナ計画を変更する。 



－2－ 

Ⅱ．マリーナ計画

海洋性スポーツ・レクリエーション需要の増大に対応するため、以

下の施設について計画を変更する。 

海陽ヨットハーバー 

小型桟橋 ４基    [既設の変更計画] 

  既設 

   小型桟橋 ３基 



－3－ 



－4－ 


